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都市建設委員会資料 

令和８年５月１４日 

都市整備部都市計画課 

 

「東京における都市計画道路の整備方針」の策定について 

  

１ はじめに 

東京都、特別区及び２６市２町は、「第四次事業化計画」の計画期間が令和７年度まで

となっていることや社会情勢の変化を踏まえるとともに、東京が目指すべき将来像を実

現するため、令和７年７月には「中間のまとめ」を、同年１２月には「東京における都

市計画道路の整備方針（案）」を公表し、皆様からの意見を頂戴した。 

皆様からの意見を参考に、東京都、特別区及び２６市２町が連携・協働で検討を進め、

この度、「東京における都市計画道路の整備方針」を策定した。 

今後、この整備方針に基づき、都市計画道路の整備を着実に進め、都市計画道路ネット

ワークを形成・充実し、次世代を見据えた円滑な自動車交通と良質な歩行者空間が共存

した都市の実現をめざしていく。 

 

２ 整備方針の構成 

  東京を取り巻く社会情勢の変化などを踏まえ、今後の「道路整備の視点」を整理し、道

路整備の「基本理念」及び「基本目標」を定める。これらの実現に向け「都市計画道路の

必要性の検証」を実施し、必要性の高い路線の中から「優先整備路線の選定」を行う。ま

た、完成済の都市計画道路等を対象に、「道路空間の再編」を都内に展開するため、先導

的なモデルケースとなるリーディング路線を選定する。 

  計画期間を令和８年度から令和２２年度までの１５年間と定め、社会情勢の変化等に対

応するため、計画期間内の中間年次において必要な検証を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京における都市計画道路の整備方針 
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（１）  優先整備路線の選定（第五次事業化計画） 

① 優先整備路線の選定 

都市計画道路を計画的かつ効率的に整備するため、必要性が高い路線の中から計画

期間（令和８年度から令和２２年度まで）で優先的に整備すべき路線である「優先整

備路線」を選定する。 

都施行路線は、広域的な視点による選定項目に複数該当する路線を基本とし、区市

町施行路線は、地域的な視点による選定項目に該当する路線の中から、まちづくりの

取組状況など各区市町の実情を踏まえて選定した。 

 

② 板橋区内における優先整備路線（７区間約５．１ｋｍ） 

 

③ 事業実施の手順 

 

既に都市計画決定している都市計画道

路において、一般的な事業実施の手順は、

左図に示すとおりである。 

施行者は「事業概要及び測量説明会」

を開催した後、現況測量及び用地測量を

実施する。準備が整った段階で、事業認

可を取得し、事業着手となる。 

「事業概要説明会や用地説明会」を開

催後、用地折衝により、用地取得を行う。

用地取得が概ねできた段階で、工事説明

会を開催し、工事着手となり、完成となる。 

なお、都市計画道路の事業化にあたり、

都市計画の新規追加または変更を行うこ

とがある場合は、都市計画の決定に伴う

手続きが発生する。 

 

 
出典：東京における都市計画道路の整備方針 

施行者 No 路線名 区間 延長（ｍ） 選定理由

都―３０ 補助８６号線 放射９～補助２４５付近 440 交通・安全

都―４５ 補助２０３号線
放射８～赤塚二丁目（六道
の辻交差点）

410 強靭化・交通・安全

区―３４ 補助８７号線 放射９～補助８４ 550 強靭化・安全・国際・まち

区―３５ 補助２３４号線 放射８～練馬区境 260 強靭化・安全・国際・まち

区―３６ 補助２４０号線 放射９～補助８６ 1,850 強靭化・交通・安全・まち

区―３７ 補助２４４号線 放射８～中台一丁目 790 強靭化・交通・安全・まち

区―３８ 補助２４９号線
補助２９３付近～
補助２４８

760 強靭化・安全・まち

都施行
路線

区施行
路線
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（２）  道路空間の再編（東京ストリート＋（プラス）） 

「東京ストリート＋（プラス）」とは、まちづくりや地域のニーズに応じて道路空間を

再編しウォーカブルな都市東京を実現していく取組である。 

完成済の都市計画道路等を対象に、回遊性の向上やにぎわい・滞留空間の創出など、

ウォーカブルな空間形成が求められており、かつ、道路ネットワークの整備が進んでい

る地域の中から、先導的なモデルケースとなる道路を「リーディング路線」として選定

した。 

なお、整備方針（案）の段階では、２２路線であったリーディング路線が、整備方針

では、９路線追加され３１路線の選定となったが、板橋区内において該当路線はない。 

 

３ 整備方針（案）パブリックコメントの結果 

整備方針（案）の公表に伴い、東京都において、令和７年１２月１９日から１月３０日

までの期間で、パブリックコメントを実施した結果、３，４１７件２，８８３通の意見が

あった。意見の内容項目については、以下の表のとおりであった。 

 

4 策定までの経緯 

 ・令和６年１０月      専門アドバイザー委員会及び都・区市町策定検討会議設置 

・令和７年７月２９日  「中間のまとめ」公表及び意見募集（提出先：東京都） 

・令和７年１２月１９日  「整備方針（案）」公表及び意見募集（提出先：東京都） 

 ・令和８年１月１６～１９日 東京都オープンハウス 

 ・令和８年１月１９・２０日 板橋区（人材育成センター・５階連絡通路） パネル展示 

 ・令和８年１月２２日    都市建設委員会 報告 

・令和８年３月３０日    「東京における都市計画道路の整備方針」公表 

・令和８年５月１４日    都市建設委員会 報告 

出典：東京都ホームページ 






































